
様式第３号（第６条関係） 

保育所における医療的ケアの実施に関する同意書 

 

１ 保育利用について 

□ 保育の利用日・利用時間は、月曜日から金曜日（祝日を除く。）の９：００～１７：００とします。保育

所が特に認めた日（行事等）を除き、土曜日及び時間外の保育の利用はできません。 

２ 医療的ケアについて 

□ ⑴ 必要に応じて主治医を受診し、「医療的ケアに係る主治医意見書」や「医療的ケア指示書」等を提出

する必要があります。また、医療的ケア児に関して主治医の指導・助言が必要な場合に、保育所や市の

担当者が受診に同行し、主治医との相談を行う場合があります。 

□ ⑵ 医療機関に対する診療報酬及び文書等にかかる費用は保護者負担となります。 

□ ⑶ 保育所では、関係法令及び医療的ケア指示書に基づいて医療的ケアを行います。 

□ ⑷ 医療的ケア実施可否の審査のために、保育所での体験保育を行います。その際には体験保育の様子を

録画し、資料として使用します。 

□ ⑸ 医療的ケアの実施に必要な医療器具及び消耗品、座位保持椅子等は保護者が費用を負担して準備し、

必要な点検、整備及び消耗品等の補充を行ってください。不足がある場合には保育を実施できない場合

があります。また、使用後の物品等は保育所で廃棄を行わず、持ち帰りをお願いします。 

□ ⑹ 栄養チューブや気管カニューレ等すべてのチューブ類の交換は、保護者の責任の下、自宅や受診時に

実施してください。 

□ ⑺ 医療的ケアの実施は年度ごとに「医療的ケアに係る主治医意見書」、「医療的ケア指示書」等を提出

し、更新する必要があります。また、医療的ケアの実施内容等に変更がある場合は、その都度「医療的

ケア指示書」の提出が必要となります。 

□  ⑻ 医療的ケアの必要がなくなった場合における保育所の利用については、必要に応じて障害児支援会議

等において協議した上で、継続できるものとします。 

３ 慣らし保育（受入れ保育）について 

□ 入園当初に実施する慣らし（受入れ）期間の際には、保護者の付き添いをお願いします。期間及び保育時

間については保育所と相談の上、決定します。児童の様子や状態によっては、慣らし保育（受入れ保育）の

期間を延長・短縮する場合があります。 

４ 体調管理及び保育所での生活について 

□ ⑴ 登園前に健康観察をしてください。児童の様子がいつもと違い、体調が悪いときには登園できません。 

□ ⑵ 登園後、体調不良により保育の継続が困難と保育所が判断した場合には、利用時間の途中であっても

お迎えをお願いすることがあるので、必ず連絡が取れるようにしてください。 

□ ⑶ 集団保育の場では感染症にかかるリスクが高くなることも予想されるため、保育所の状況によっては

お休みを勧めることがあります。 

□ ⑷ 不測の事態等により医療的ケア児の保育実施体制が取れない場合は、保育の利用ができないことがあ

ります。 

 



□ ⑸ 保育活動・行事等について、安全な保育や適切な医療的ケアの確保ができないと保育所が判断した場

合は、一部活動の制限又は参加の見合わせをすることがあります。なお、行事等の参加にあたっては、

必要に応じて保護者の付き添いをお願いすることがあります。 

□ ⑹ 保育所の調理において特別な配慮が必要な場合には、弁当持参等をお願いすることがあります。 

５ 緊急時及び災害時の対応について 

□ ⑴ 緊急時に備え、「医療的ケア指示書」を基に主治医・保護者と協議し、マニュアルを作成します。万

が一、緊急事態が発生した場合は、このマニュアルに基づいて対応します。 

□ ⑵ 児童の全身状態に急変が生じ、緊急性があると保育所が判断した場合、指定された医療機関に連絡し、

必要な対応を行います。指定医療機関で受入れが困難な場合には、その他の対応可能な医療機関へ搬送

することがあります。同時に保護者に連絡をしますが、連絡前に児童を医療機関に搬送し、診察又は治

療が行われる可能性があります。 

□ ⑶ 災害時に保護者が迎えに来ることができない可能性を想定し、予備の医療的ケアに必要な物品や栄養

剤、衛生用品等の準備をお願いします。電気を使用する機器が必要な医療的ケア児については、予備電

源等の用意をお願いする場合があります。 

６ 退園について 

□ 児童の病態に変化等が生じた場合は、医療的ケア児入園支援部会において協議した上で、集団保育が困難

であると市長が判断した場合は、退園となることがあります。 

７ 情報の共有等 

□ ⑴ 保護者から提出された申請内容等については、保育の実施に必要な範囲で、子どもあんしん部、福祉

部又は児童が就学を予定している学校と情報を共有します。 

□ ⑵ 医療的ケア児の状況について、集団保育を実施する上で必要な内容は、保護者と相談の上、他児やそ

の保護者との間で共有する場合があります。 

□ ⑶ 緊急時には、搬送目的で埼玉県南西部消防局と必要な個人情報を共有します。 

 

  上記のほか、保育所との間で取り決めた事項を順守してください。 

 

 

 

 

 

 

 

（宛先）和光市長 

 

 保育所における医療的ケアの実施を申し込むにあたり、上記の事項について、全て同意

します。 

 

      年   月   日     児童氏名                

保護者氏名                 


